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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】超音波スコープを着脱する際の超音波スコー
プ、装置本体の破損を防止するとともに、スコープ交換
時の検査の中断時間を短縮する。
【解決手段】ＰＣベース超音波診断装置１は、装置本体
２とこの装置本体２に着脱自在に接続される超音波スコ
ープ３とから構成され、装置本体２には装置全体の電源
をＯＮ／ＯＦＦする電源スイッチ７と、超音波スコープ
３のスコープ側コネクタ３ａが接続されるコネクタ部８
と、コネクタ部８への電源部４からの電源供給をＯＮ／
ＯＦＦするスコープコネクタスイッチ９とが設けられて
いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  超音波を送受する超音波スコープと、前
記超音波を前記超音波スコープに供給すると共に前記超
音波のエコー信号を信号処理する超音波信号処理装置と
からなる超音波診断装置において、
前記超音波信号処理装置は、前記超音波スコープを着脱
自在に接続するコネクタ部と、前記コネクタ部への電源
供給のみＯＮ／ＯＦＦするスイッチとを備えたことを特
徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は超音波診断装置、更
に詳しくは超音波スコープヘの電力供給の制御部分に特
徴のある超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、装置の小型化、低コスト化へ機能
追加の容易化等のために、従来の専用の座標変換回路、
補間回路、コントローラ等の機能をコンピュータボード
で行わせる、いわゆるＰＣべ一ス（パーソナルコンピュ
ータ・べ一ス）の超音波診断装置が開発されている。
【０００３】一方、従来より診断装置への超音波スコー
プや超音波プローブの着脱を行うときには、コネクタの
端子に発生する火花の発生によるスコープやプローブ、
診断装置の回路の破損を防止するために、装置の電源を
ＯＦＦにして超音波スコープや超音波プローブの着脱を
行なうように注意を喚起していた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、一般に
ＰＣべ一スの超音波診断装置は装置の電源をＯＮにして
から検査が開始できる状態に装置が立ち上がるまでに時
間がかかり、検査中にスコープ、プローブを交換すると
きに装置の電源をＯＦＦにすると検査が中断してしまう
という不具合があった。
【０００５】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、超音波スコープを着脱する際の超音波スコー
プ、装置本体の破損を防止すると共に、スコープ交換時
の検査の中断時間を短縮することのできる超音波診断装
置を提供することを目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明の超音波診断装置
は、超音波を送受する超音波スコープと、前記超音波を
前記超音波スコープに供給すると共に前記超音波のエコ
ー信号を信号処理する超音波信号処理装置とからなる超
音波診断装置において、前記超音波信号処理装置は、前
記超音波スコープを着脱自在に接続するコネクタ部と、
前記コネクタ部への電源供給のみＯＮ／ＯＦＦするスイ
ッチとを備えて構成される。
【０００７】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明
の実施の形態について述べる。
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【０００８】図１及び図２は本発明の第１の実施の形態
に係わり、図１はＰＣべ一ス超音波診断装置の構成を示
す構成図、図２は図１のＰＣべ一ス超音波診断装置の外
観を示す外観図である。
【０００９】（構成）図１に示すように、本実施の形態
のＰＣべース超音波診断装置１は、装置本体２とこの装
置本体２に着脱自在に接続される超音波スコープ３とか
ら構成され、装置本体２は、各部に電力を供給する電源
部４と、超音波スコープ３の振動子への送信パルスの送
信と振動子からの反射信号の受信を行なう送受信部５
と、送受信部５で受信した反射信号からモニタ上に超音
波断層像を構築するための処理や装置全体の制御を行な
うＰＣユニット６とから構成される。
【００１０】また、装置本体２には装置全体の電源をＯ
Ｎ／ＯＦＦする電源スイッチ７と、超音波スコープ３の
スコープ側コネクタ３ａ（図２参照）が接続されるコネ
クタ部８と、コネクタ部８への電源部４からの電源供給
をＯＮ／ＯＦＦするスコープコネクタスイッチ９とが設
けられている。
【００１１】装置本体２において、電源部４とコネクタ
部８とは、スコープコネクタスイッチ９を介して電源部
４からの電源を供給する電源ライン１１（実線）で結ば
れている。また、コネクタ部８と送受信部５は、超音波
スコープ３の振動子への送信パルスと振動子からの反射
信号の送受信のための信号ライン１２（破線）で結ばれ
ている。図２に示すように、スコープコネクタスイッチ
９はコネクタ部８の近傍に設けられている。
【００１２】（作用）本実施の形態のＰＣべ一ス超音波
診断装置１で超音波診断を行なう場合、まず電源スイッ
チ７をＯＮにして装置本体２を立ち上げ、超音波スコー
プ３のスコープ側コネクタ３ａを装置本体２のコネクタ
部８に装着する。この時点でコネクタ部８の端子がスコ
ープ側コネクタ３ａの端子と接触して、超音波スコープ
３は装置本体２に電気的に接続される。
【００１３】その後、スコープコネクタスイッチ９を押
してコネクタ部８への電源部４からの電源供給をＯＮに
する。すなわち、超音波スコープ３への電源供給は、電
源ライン１１を介して電源部４からコネクタ部８へ行な
われ、超音波スコープ３が使用できる状態になる。
【００１４】そして、送受信部５からの送信パルスは信
号ライン１２を通りコネクタ部８から超音波スコープ３
の振動子へ送られ、振動子からの反射信号はコネクタ部
８から信号ライン１２を通り、さらにＰＣユニット６へ
送られ、ＰＣユニット６で信号処理することによりモニ
タ（図示せず）上に超音波画像が構築される。
【００１５】検査中に、例えば周波数の違うスコープを
使用したい場合など、診断の途中で超音波スコープ３を
交換する時は、まずスコープコネクタスイッチ９を押し
コネクタ部８への電源の供給をＯＦＦにし、超音波スコ
ープ３をコネクタ部８から取り外す。このときにコネク
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タ部８の端子とスコープ側コネクタ３ａの端子とが離
れ、超音波スコープ３は装置本体２から電気的に切り離
される。このとき、コネクタ部８への電源供給はＯＦＦ
になるが、装置本体２の他の部分へは電源が供給されて
いる。この状態で別のスコープを装置のコネクタ部８に
接続し、スコープコネクタスイッチ９を押してコネクタ
部８への電源供給をＯＮにする。
【００１６】（効果）このように本実施の形態では、ス
コープ交換時にはコネクタ部８への電源供給をＯＦＦに
することで、スコープ着脱による超音波スコープ３、装
置本体２の破損を防止できる。また、コネクタ部８以外
の電源はＯＮのままスコープ交換可能なのでスコープ交
換時の検査の中断時間を最小限にできる。
【００１７】図３及び図４は本発明の第２の実施の形態
に係わり、図３はＰＣべ一ス超音波診断装置の外観を示
す外観図、図４は図３のＰＣべ一ス超音波診断装置の作
用を説明する説明図である。
【００１８】第２の実施の形態は、第１の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【００１９】（構成）図３に示すように、コネクタ部８
の近傍にスコープ着脱スイッチ２１が設けられている。
スコープ側コネクタ３ａにはべ超音波スコープ３をコネ
クタ部８に接続したときにスコープ着脱スイッチ２１を
押し込む位置にフランジ部２２が設けられている。フラ
ンジ部２２は、超音波スコープ３が装置本体２に電気的
に接続された（コネクタ部８の端子とスコープ側コネク
タ３ａの端子とが接触した）後にスコープ着脱スイッチ
２１がＯＮになるような寸法関係で設けられている。そ
の他の構成は第１の実施の形態と同じである。
【００２０】（作用）スコープ側コネクタ３ａがコネク
タ部８に接続されていない状態では、スコープ着脱スイ
ッチ２１はＯＦＦ状態となっている。そして、電源スイ
ッチ７をＯＮにして装置本体２を立ち上げ、スコープ側
コネクタ３ａをコネクタ部８に装着し（図４（ａ））、
超音波スコープ３が装置本体２に電気的に接続した（コ
ネクタ部８の端子とスコープ側コネクタ３ａの端子とが
接触した）後に、スコープ側コネクタ３ａのフランジ部
２２がスコープ着脱スイッチ２１を押し込みＯＮにして
（図４（ｂ））、コネクタ部８への電源供給をＯＮにす
る。
【００２１】スコープ交換時には、スコープ側コネクタ
３ａをコネクタ部８から取り外すことになるが、まず、
スコープ側コネクタ３ａのフランジ部２２によるスコー
プ着脱スイッチ２１の押し込みが解除され、スコープ着
脱スイッチ２１がＯＦＦになりコネクタ部８への電源供
給がＯＦＦになってから、超音波スコープ３を装置本体
２から電気的に切り離す（コネクタ部８の端子とスコー
プ側コネクタ３ａの端子とが離れる）。その他の作用は
第１の実施の形態と同じである。
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【００２２】（効果）このように本実施の形態では、第
１の実施の形態の効果に加え、コネクタ部８への電源供
給のＯＮ，ＯＦＦが超音波スコープ３の装置本体２への
着脱に連動して行われるため操作性が向上する。
【００２３】図５及び図６は本発明の第３の実施の形態
に係わり、図５はＰＣべ一ス超音波診断装置の外観を示
す外観図、図６は図５のＰＣべース超音波診断装置の作
用を説明する説明図である。
【００２４】第３の実施の形態は、第１の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【００２５】（構成）図５に示すように、コネクタ部８
の近傍には開口部３１が設けられ、開口部３１に所定の
初期位置に付勢されているレバー３２が位置するように
装置本体２内部にスイッチ３３が設けられている。コネ
クタ部８には係止ピン３４が設けられ、スコープ側コネ
クタ３ａにはコネクタ部８に接続したときに係止ピン３
４が入る係止溝３５と、接続時に開口部３１に挿通され
る位置にピン３６とが設けられている。その他の構成は
第１の実施の形態と同じである。
【００２６】（作用）電源スイッチ７をＯＮにして装置
本体２を立ち上げ、スコープ側コネクタ３ａをコネクタ
部８に装着する（図６（ａ））と、超音波スコープ３が
装置本体２に電気的に接続され（コネクタ部８の端子と
スコープ側コネクタ３ａの端子とが接触し）、スコープ
側コネクタ３ａのピン３６が開口部３１に挿通され、コ
ネクタ部８の係止ピン３４がスコープ側コネクタ３ａの
係止溝３５に入る（図６（ｂ））。
【００２７】次に、スコープ側コネクタ３ａを図６
（ｂ）における矢印方向に回すとスコープ側コネクタ３
ａは係止ピン３４によりコネクタ部８にロックされ、ピ
ン３６がＯＦＦ状態の初期位置に付勢されたレバー３２
を移動してスイッチ３３をＯＮにし（図６（ｃ））、コ
ネクタ部８への電源供給をＯＮにする。
【００２８】スコープ交換時にスコープ側コネクタ３ａ
をコネクタ部８から取り外すときは、まず図６（ｂ）の
矢印方向と反対方向にスコープ側コネクタ３ａを回す。
ピン３６の移動とともに付勢力によりレバー３２も初期
位置に移動し、スイッチ３３がＯＦＦになりコネクタ部
８への電源供給がＯＦＦになる。一方、スコープ側コネ
クタ３ａの係止溝３５がコネクタ部８の係止ピン３４の
位置に戻りロックが解除され、スコープ側コネクタ３ａ
を取り外し、超音波スコープ３が装置本体２から電気的
に切り離される（コネクタ部８の端子とスコープ側コネ
クタ３ａの端子とが離れる）。その他の作用は第１の実
施の形態と同じである。
【００２９】（効果）このように本実施の形態では、第
１の実施の形態の効果に加え、コネクタ部８への電源供
給のＯＮ，ＯＦＦが超音波スコープ３の装置本体２への
着脱に連動して行われるため操作性が向上すると共に、
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ロック機構により、使用中に不用意に超音波スコープ３
が装置本体２から外れることを防止できる。
【００３０】図７及び図８は本発明の第４の実施の形態
に係わり、図７はＰＣべース超音波診断装置の構成を示
す構成図、図８は図７のＰＣべース超音波診断装置の外
観を示す外観図である。
【００３１】第４の実施の形態は、第１の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【００３２】（構成）図７に示すように、本実施の形態
の装置本体２では、超音波スコープ３が接続されるコネ
クタが２つ（コネクタ部８ａ，８ｂ）設けられており、
コネクタ部８ａ，８ｂそれぞれの近傍にスコープコネク
タスイッチ９ａ，９ｂが設けられている。また、それぞ
れのコネクタ部８ａ，８ｂには、コネクタの通電状態を
示すＬＥＤ５１ａ，５１ｂが設けられている。
【００３３】装置本体２内部には、コネクタ部８ａ，８
ｂへの電源供給の切換え、およびコネクタ部８ａ，８ｂ
と送受信部５の信号伝達の切換えを行なう切換回路部５
３が設けられており、電源部４とコネクタ部８ａ，８ｂ
は切換回路部５３およびＬＥＤ５１ａ，５１ｂを介し
て、電源部４からの電源を供給する電源ライン１１で結
ばれている。
【００３４】また、コネクタ部８ａ，８ｂと送受信部５
は、切換回路部５３を介して、超音波スコープ３の振動
子への送信パルスと振動子からの反射信号の送受信のた
めの信号ライン１２で結ばれている。スコープコネクタ
スイッチ９ａ，９ｂと切換回路部５３は切換信号ライン
５４で結ばれている。
【００３５】図８にコネクタ部８ａ，８ｂまわりの外観
を示す。ＬＥＤ５１ａ，５１ｂおよびスコープコネクタ
スイッチ９ａ，９ｂはコネクタ部８ａ，８ｂの近傍に設
けられる。その他の構成は第１の実施の形態と同じであ
る。
【００３６】（作用）図８に示すように、２種類の超音
波スコープ３ａ，３ｂを使用するとき、コネクタ部８
ａ，８ｂにそれぞれ超音波スコープ３ａ，３ｂを接続す
る。最初に使用する超音波スコープ３ａがコネクタ部８
ａに接続されている場合、スコープコネクタスイッチ９
ａを押すと、押されたことを検知した信号が切換信号ラ
イン５４により切換回路部５３に伝達され、切換回路部
５３によりコネクタ部８ａへの電源供給がＯＮになる。
コネクタ部８ａへの電源供給がＯＮになるとＬＥＤ５１
ａが点灯しコネクタ部８ａに給電中であることを知らせ
る。また、切換回路部５３により送受信部５との接続も
切換えられ、コネクタ部８ａに接続された超音波スコー
プ３ａを使用できる状態となる。
【００３７】次に、コネクタ部８ｂに接続されている超
音波スコープ３ｂの使用に切換える場合はスコープコネ
クタスイッチ９ｂを押す。スコープコネクタスイッチ９
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ｂを押すと押されたことを検知した信号が切換信号ライ
ン５４により切換回路部５３に伝達され、切換回路部５
３によりコネクタ部８ｂへの電源供給がＯＮになると同
時にコネクタ部８ａへの電源供給がＯＦＦになる。ＬＥ
Ｄ５１ｂが点灯しコネクタ部８ｂに給電中であることを
知らせ、ＬＥＤ５１ａが消灯しコネクタ部８ａには給電
されていないことを知らせる。
【００３８】また、切換回路部５３により送受信部５と
の接続も切換えられ、コネクタ部８ｂに接続された超音
波スコープ３ｂを使用できる状態となる。このときコネ
クタ部８ａに接続された超音波スコープ３ａは安全に取
り外せることは言うまでもない。その他の作用は第１の
実施の形態と同じである。
【００３９】（効果）このように本実施の形態では、第
１の実施の形態の効果に加え、複数の超音波スコープの
使用時にＬＥＤによりどのコネクタ部に給電されている
かが確認でき、コネクタより安全に取り外せる超音波ス
コープを一目で認識することができるので操作性を向上
させることができる。
【００４０】図９及び図１０は本発明の第５の実施の形
態に係わり、図９はＰＣべース超音波診断装置の外観を
示す外観図、図１０はスコープコネクタスイッチの正面
図及び側面図である。
【００４１】第５の実施の形態は、第１の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【００４２】（構成）図９に示すように、装置本体２の
前面パネル２ａは金属等の磁性体からなり、この前面パ
ネル２ａにはコネクタ部８が設けられている。前面パネ
ル８にはケーブル６０が導出されており、このケーブル
６０は装置本体２内の電源部４と接続する電源ライン１
１と電気的に接続されている。
【００４３】ケーブル６０の先端部にはスイッチボック
ス６１が接続され、スイッチボックス６１の前面にはス
コープ着脱時に操作者が操作するスコープコネクタスイ
ッチ６２が設けられている。スイッチボックス６１の背
面には永久磁石６３が装着されており、永久磁石６３に
よってスイッチボックス６１を前面パネル２ａの任意の
位置に磁気的に吸着固定できるようになっている。
【００４４】（作用）は第１の実施の形態と同一であ
り、（効果）は第１の実施の形態に加え、スコープコネ
クタスイッチ６２を操作者の好みで任意の位置に着脱自
在に固定することができ、操作性を向上できる。
【００４５】図１１及び図１２（ａ）～（ｄ）は本発明
の第６の実施の形態に係わり、図１１はＰＣべース超音
波診断装置及びスコープ側コネクタの外観を示す外観
図、図１２はスコープ側コネクタとコネクタ部との接続
状態の作用を示す縦断側面図である。
【００４６】第６の実施の形態は、第１の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
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7
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【００４７】（構成）図１１及び図１２に示すように、
装置本体２の前面パネル２ａに設けられたコネクタ部８
には、このコネクタ部８を囲撓するスリーブ６４が前後
方向に進退自在に設けられている。スリーブ６４の先端
部における上下２個所には外側へ突出する係合ピン６５
が設けられている。また、スリーブ６４の後端部は装置
本体２の内部に固定されたソレノイド６６と連結され、
ソレノイド６６によってスリーブ６４を前進後退できる
ようになっている。
【００４８】一方、スコープ側コネクタ３ａには端子６
７を有する端子ブロック６８を囲撓するようにリング６
９が回転自在に設けられている。リング６９の後端部に
おける内周部には環状溝７０が設けられ、この環状溝７
０を構成する後端壁には前記係合ピン６５と対応した位
置に、かつ係合ピン６５が通過可能な２個の溝７１が設
けられている。
【００４９】（作用）電源スイッチ７をＯＮにして装置
本体２を立ち上げる。一方、ソレノイド６６がＯＦＦ状
態においては、図１２（ａ）に示すように、スリーブ６
４が前進しており、この状態で、スリーブ６４の係合ピ
ン６５とリング６９の溝７１とを位置決めする。そし
て、図１２（ｂ）に示すように、スコープ側コネクタ３
ａをコネクタ部８方向に前進し、係合ピン６５を溝７１
を通過させて環状溝７０と係合状態とする。
【００５０】次に、図１２（ｃ）に示すように、リング
６９を矢印方向に回動すると、係合ピン６５と環状溝７
０とがロック状態となる。ここで、スコープコネクタス
イッチ９をＯＮすると、図１２（ｄ）に示すように、ソ
レノイド６６が励磁されてスリーブ６４が引き込まれ、
係合ピン６５と係合しているリング６９も引き込まれ
る。従って、端子ブロック６８に設けられた端子６７は
コネクタ部８に電気的に接続される。
【００５１】このようにして超音波スコープ３が装置本
体２に電気的に接続され（コネクタ部８の端子とスコー
プ側コネクタ３ａの端子６７とが接触し）、たのち、コ
ネクタ部８への電源供給をＯＮにする。
【００５２】スコープ交換時には、まずスコープコネク
タスイッチ８をＯＦＦすると、コネクタ部８への電源供
給がＯＦＦになるとともに、ソレノイド６６が消磁さ
れ、スリーブ６４が突出する。従って、係合ピン６５と
係合しているリング６９を介してスコープ側コネクタ３
ａもコネクタ部８から離反する。従って、端子ブロック
６８に設けられた端子６７はコネクタ部８から脱出して
電気的に非接続状態となる。
【００５３】そこで、リング６９を図１２（ｃ）と反対
方向に回転してリング６９の溝７１と係合ピン６５とを
位置決めすると、リング６９がスリーブ６４と分離可能
となる。その他の作用は第１の実施の形態と同じであ
る。
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【００５４】（効果）本実施の形態では、第１の実施の
形態の効果に加え、コネクタ部８への電源供給のＯＮ状
態での超音波スコープ３の装置本体２への着脱が不能と
なり、また使用中に不用意に超音波スコープ３が装置本
体２から外れることを防止できる。
【００５５】図１３（ａ）～（ｃ）は本発明の第７の実
施の形態に係わり、第１の実施の形態と同一構成部分は
同一符号を付して説明を省略する。ＰＣべース超音波診
断装置に設けられた２段押しボタンスイッチ構造の作用
を示す縦断側面図である。
【００５６】（構成）装置本体２の前面パネル２ａには
スイッチ保持筒７３が設けられ、このスイッチ保持筒７
３には手指で押し込み操作される２段押しボタン７４が
設けられている。２段押しボタン７４は付勢ばね７５に
よって前方へ付勢されており、２段押しボタン７４の後
端部の第１のスイッチ操作部７６には電源スイッチ７が
対向して設けられている。２段押しボタン７４の側部に
は凸部からなる第２のスイッチ操作部７７が設けられ、
この第２のスイッチ操作部７７はスコープコネクタスイ
ッチ９が対向して設けられている。
【００５７】（作用）図１３（ａ）の状態は、付勢ばね
７５の付勢力によって２段押しボタン７４が復帰状態に
あり、電源スイッチ７及びスコープコネクタスイッチ９
がＯＦＦ状態にある。２段押しボタン７４を手指によっ
て１段目まで押し込むと、図１３（ｂ）に示すように、
第２のスイッチ操作部７７によってスコープコネクタス
イッチ９がＯＮとなり、コネクタ部８への電源給電がＯ
Ｎとなるが、第１のスイッチ操作部７６は電源スイッチ
７を押していないため、ＯＦＦ状態にある。
【００５８】図１３（ｃ）に示すように、２段押しボタ
ン７４を手指によって２段目まで押し込むと、第２のス
イッチ操作部７７によってスコープコネクタスイッチ９
がＯＮ状態のまま、第１のスイッチ操作部７６が電源ス
イッチ７を押すため、電源スイッチ７がＯＮ状態にな
る。
【００５９】（効果）本実施の形態では、第１の実施の
形態の効果に加え、スイッチ操作の煩雑さが解消され、
操作性を向上できる。
【００６０】図１４及び図１５は本発明の第８の実施の
形態に係わり、図１４はＰＣベース超音波診断装置の斜
視図、図１５は同じく平面図であり、第１の実施の形態
と同一構成部分は同一符号を付して説明を省略する。
【００６１】（構成）装置本体２の前面パネル２ａに設
けられたコネクタ部８の近傍で、前面パネル２ａの内側
には磁気センサからなるマグネットスイッチ７８が設け
られている。一方、コネクタ部８に着脱されるスコープ
側コネクタ３ａの前面には永久磁石７９が設けられてい
る。
【００６２】（作用）電源スイッチ７をＯＮにして装置
本体２を立ち上げる。次に、スコープ側コネクタ３ａを
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コネクタ部８に接続すると、スコープ側コネクタ３ａに
設けられた永久磁石７９がマグネットスイッチ７８に接
近するため、マグネットスイッチ７８が永久磁石７９の
磁気を感知してＯＮとなり、コネクタ部８への電源供給
がなされる。
【００６３】（効果）本実施の形態では、第１の実施の
形態の効果に加え、スイッチ操作の煩雑さが解消され、
操作性を向上できる。
【００６４】図１６及び図１７は本発明の第９の実施の
形態に係わり、図１６はＰＣベース超音波診断装置及び
スコープ側コネクタ３ａの斜視図、図１７は同じく縦断
側面図であり、第１の実施の形態と同一構成部分は同一
符号を付して説明を省略する。
【００６５】（構成）装置本体２の前面パネル２ａに設
けられたコネクタ部８の近傍で、前面パネル２ａの外面
には板ばねからなる一対の接点８０ａ，８０ｂが設けら
れている。一対の接点８０ａ，８０ｂのうち、一方の接
点８０ａは電源部４に電気的に接続され、他方の接点８
０ｂはコネクタ部８に電気的に接続されている。
【００６６】一方、コネクタ部８に着脱されるスコープ
側コネクタ３ａの前面にはリング状の導電部８１が設け
られている。
【００６７】（作用）電源スイッチ７をＯＮにして装置
本体２を立ち上げる。次に、スコープ側コネクタ３ａを
コネクタ部８に接続すると、スコープ側コネクタ３ａに
設けられた導電部８１が前面パネル２ａに設けられた一
対の接点８０ａ，８０ｂに接触し、一対の接点８０ａ，
８０ｂが導電部８１を介して電気的に導通状態となり、
コネクタ部８への電源供給がなされる。
【００６８】（効果）本実施の形態では、第１の実施の
形態の効果に加え、スイッチ操作の煩雑さが解消され、
操作性を向上できる。
【００６９】図１８及び図１９は本発明の第１０の実施
の形態に係わり、図１８及び図１９はＰＣベース超音波
診断装置の斜視図であり、第１の実施の形態と同一構成
部分は同一符号を付して説明を省略する。
【００７０】（構成）図１８に示すように、装置本体２
の前面パネル２ａには凹陥部８２が設けられ、この凹陥
部８２には電源スイッチ７が設けられている。凹陥部８
２にはヒンジ部８３を支点として開閉可能なカバー８４
が設けられ、凹陥部８２の開口を閉塞できるようになっ
ている。また、図１９は凹陥部８２に上下方向にスライ
ド自在なシャッター式カバー８５を設けたものであり、
凹陥部８２の開口を閉塞できるようになっている。
【００７１】（作用）電源スイッチ７をＯＮにして装置
本体２を立ち上げる際には、まずカバー８４または８５
を開放して電源スイッチ７をＯＮする。また、電源スイ
ッチ７をＯＦＦする場合も同様に、カバー８４または８
５を開放して電源スイッチ７をＯＦＦする。
【００７２】（効果）本実施の形態では、電源スイッチ
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７を不用意にＯＦＦしてしまうことを防止でき、誤操作
を未然に防止できる。
【００７３】図２０は第１１の実施の形態に係わり、誤
って電源スイッチをＯＦＦした場合の終了処理のフロー
チャートを示す。本実施の形態は、電源スイッチと補助
電源スイッチが設けられている。スタートの時点では補
助電源スイッチはＯＮ、補助電源スイッチは電源スイッ
チがＯＮの時、ＯＮになるように電源制御回路により制
御される。
【００７４】ステップＳ１は、使用者による手入力によ
るもので、誤って電源スイッチをＯＦＦした場合であ
る。ステップＳ２で電源スイッチがＯＦＦしたか否かを
判断し、ＮＯの場合にはステップＳ１に戻り、ＹＥＳの
場合には、ステップＳ３に移る。ステップＳ３におい
て、電源監視回路は電源制御回路へ手電源切断通知信号
を出力する（自動的に補助電源から電力が供給され
る）。
【００７５】次に、ステップＳ４に移り、電源制御回路
はＣＰＵへ商用電源が切断されたことを通知する。そし
て、ステップＳ５に移り、ここで、ＣＰＵはモニター上
に次の警告を表示させる。
【００７６】「終了する場合はシャットダウン処理をし
てください。」
「終了しない場合は電源スイッチをＯＮに戻してくださ
い。」
「プローブ交換時には電源スイッチをＯＦＦにする必要
はありません。」
ステップＳ６は、使用者による手入力によるもので、電
源スイッチをＯＮに戻す。ステップＳ７で電源スイッチ
がＯＮしたか否かを判断し、ＹＥＳの場合にはステップ
Ｓ１に戻り、ＮＯの場合には、ステップＳ８に移り、使
用者の手入力によるシャットダウン操作をする。
【００７７】ステップＳ８でシャットダウン操作を行な
うと、ＣＰＵはシャットダウン処理を行なう（ステップ
Ｓ９）。ＣＰＵは電源制御回路へシャットダウン処理が
完了したことを通知する（ステップＳ１０）。さらに、
電源制御回路は補助電源スイッチへ切り換え信号を出力
する（ステップＳ１１）。補助電源スイッチがＯＦＦに
なる（ステップＳ１２）。そして、次回電源スイッチが
ＯＮとなり、電源が立ち上がった時は、電源制御回路に
よる制御により補助電源スイッチは再びＯＮになる。
【００７８】［付記]
（付記１）  超音波を送受する超音波スコープと、前記
超音波を前記超音波スコープに供給すると共に前記超音
波のエコー信号を信号処理する超音波信号処理装置とか
らなる超音波診断装置において、前記超音波信号処理装
置は、前記超音波スコープを着脱自在に接続するコネク
タ部と、前記コネクタ部への電源供給のみＯＮ／ＯＦＦ
するスイッチとを備えたことを特徴とする超音波診断装
置。
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11
【００７９】（付記２）  前記スイッチを前記コネクタ
部近傍に設けたことを特徴とする付記１に記載の超音波
診断装置。
【００８０】（付記３）  前記コネクタ部近傍に前記コ
ネクタ部への給電状態を示す給電状態告知手段を設けた
ことを特徴とする付記１に記載の超音波診断装置。
【００８１】（付記４）  前記スイッチは、前記超音波
スコープの前記コネクタ部への接続に連動してＯＮ／Ｏ
ＦＦすることを特徴とする付記１に記載の超音波診断装
置。
【００８２】（付記５）  前記コネクタ部は、前記超音
波スコープを複数接続する複数のコネクタからなり、前
記スイッチは、前記複数のコネクタヘの電源供給のみを
それぞれＯＮ／ＯＦＦする複数のＯＮ／ＯＦＦスイッチ
からなり、前記複数のコネクタヘのそれぞれの給電状態
を示す給電状態告知手段を設けたことを特徴とする付記
１に記載の超音波診断装置。
【００８３】（付記６）  コネクタ部への電源供給のみ
ＯＮ／ＯＦＦするスイッチを、超音波信号処理装置の前
面パネル上で位置を移動可能にしたことを特徴とする付
記１記載の超音波診断装置。
【００８４】（付記７）  超音波スコープのコネクタ部
と、診断装置のコネクタ部の接点の着脱動作をコネクタ
部への電源供給のみＯＮ／ＯＦＦするスイッチ操作で自
動で行なう機構にしたことを特徴とする付記１記載の超
音波診断装置。
【００８５】（付記８）  コネクタ部への電源供給のみ
ＯＮ／ＯＦＦするスイッチを、メインの電源スイッチと
共通化し、２段押し式にしたことを特徴とする付記１記
載の超音波診断装置。
【００８６】（付記９）  コネクタ部への電源供給のみ
ＯＮ／ＯＦＦするスイッチは、スコープをコネクタ部に
接続する動作に連動するスイッチで、そのスイッチは磁
気センサを利用したことを特徴とする付記１記載の超音
波診断装置。
【００８７】（付記１０）  コネクタ部への電源供給の
みＯＮ／ＯＦＦするスイッチは、スコープをコネクタ部
に接続する動作に連動するスイッチで、そのスイッチは
コネクタ部周辺に設けた接点がスコープ側コネクタの導
電部と接触し導通することでＯＮになるように構成した
ことを特徴とする付記１記載の超音波診断装置。
【００８８】（付記１１）  メインの電源スイッチ部に
開閉可能なカバーを設けたことを特徴とする付記１記載
の超音波診断装置。
【００８９】
【発明の効果】以上説明したように本発明の超音波診断
装置によれば、超音波スコープを着脱する際の超音波ス
コープ、装置本体の破損を防止すると共に、スコープ交
換時の検査の中断時間を短縮することができるという効
果がある。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るＰＣべース超
音波診断装置の構成を示す構成図。
【図２】図１のＰＣべース超音波診断装置の外観を示す
外観図。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係るＰＣベース超
音波診断装置の外観を示す外観図。
【図４】図３のＰＣべース超音波診断装置の作用を説明
する説明図。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係るＰＣべース超
音波診断装置の外観を示す外観図。
【図６】図５のＰＣべース超音波診断装置の作用を説明
する説明図。
【図７】本発明の第４の実施の形態に係るＰＣべース超
音波診断装置の構成を示す構成図。
【図８】図７のＰＣべース超音波診断装置の外観を示す
外観図。
【図９】本発明の第５の実施の形態に係るＰＣべース超
音波診断装置の外観を示す斜視図。
【図１０】同実施の形態のスイッチボックスの正面図及
び側面図。
【図１１】本発明の第６の実施の形態に係るＰＣべース
超音波診断装置の外観を示す斜視図。
【図１２】（ａ）～（ｄ）は同実施の形態の作用を説明
するための縦断側面図。
【図１３】本発明の第７の実施の形態を示し、（ａ）～
（ｃ）は作用を説明するための縦断側面図。
【図１４】本発明の第８の実施の形態に係るＰＣべース
超音波診断装置の外観を示す斜視図。
【図１５】同実施の形態に係るＰＣべース超音波診断装
置の平面図。
【図１６】本発明の第９の実施の形態に係るＰＣべース
超音波診断装置の外観を示す斜視図。
【図１７】同実施の形態に係るＰＣべース超音波診断装
置の縦断側面図。
【図１８】本発明の第１０の実施の形態に係るＰＣべー
ス超音波診断装置の外観を示す斜視図。
【図１９】同実施の形態に係るＰＣべース超音波診断装
置の変形例を示す斜視図。
【図２０】本発明の第１１の実施の形態に係り、誤って
電源スイッチをＯＦＦした場合の終了処理のフローチャ
ート。
【符号の説明】
１…ＰＣべース超音波診断装置
２…装置本体
３…超音波スコープ
４…電源部
５…送受信部
６…ＰＣユニット
７…電源スイッチ
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８…コネクタ部
９…スコープコネクタスイッチ *

14
*１１…電源ライン
１２…信号ライン

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図１０】
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